
令和 5 年 12 月 27 日 

 

新型コロナワクチン接種 実施医療機関 各位 

 神⼾市健康局ワクチン接種対策室 

 

初回接種完了までのスケジュールについて（通知） 

 

新型コロナワクチンの接種にご協力いただきましてありがとうございます。 

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和 6 年 3 月 31 日までとなっており、それまでに初回

接種を完了できない場合、残りの接種は自費で受けていただくことになります。 

個別医療機関につきましては、下記の点にご注意の上、接種いただきますようお願いします。 

 

記 

 

●全額公費による接種期間中に初回接種が完了するスケジュール 

 

乳幼児 

（6 か月から 4 歳） 

1 回目 2 回目 3 回目 

令和 6 年 1 月 14 日(日) 令和 6 年 2 月 4 日(日) 令和 6 年 3 月 31 日(日) 

※乳幼児の初回接種は、1 回目から 3 週後に 2 回目、その後は少なくとも 8 週経過した後に 3 回目を接

種 

 

小児（5 歳から 11 歳） 

12 歳以上 

1 回目 2 回目 

令和 6 年 3 月 10 日(日) 令和 6 年 3 月 31 日(日) 

※小児および 12 歳以上の初回接種は、1 回目から 3 週後に 2 回目を接種 

 

初回接種を希望される方には、できるだけ令和 6 年 3 月 31 日(日)までに必要な接種を完了できるよ

う、余裕をもって接種を受けていただくようご案内をお願いいたします。 

 

●初回接種が完了できない場合について 

 令和 6 年 3 月 31 日までに、初回接種が完了できない場合でも一定の効果が期待されます。接種を希

望される方に対しては、可能な範囲で接種を実施してください。 

 

（参考） 

令和６年 3 月 31 日までの特例臨時接種の実施期間内に接種が完了できない場合でも、ワクチン接種

による一定の効果が期待できることから、神⼾市では、引き続き、新たに生後 6 か月に到達する者に対

して接種券の発送を継続することとしています。なお、発送の際は、上記と同様のご案内を同封しま

す。 


